
平成25年以降、令和5年までに林業での死亡者は38人。
平均して年間３人以上が亡くなっている。

林業の死傷災害（発生場所）管轄別では、県北での発生割合が高いが、平成25年と
比較すると県北地区での発生は半減している。
また宮崎地区についても、もともと災害件数は少ないが、着実に減少している。
一方、日南地区での発生が増加傾向にある。



事故の型別では、令和４年は激突され災害が大幅に増加。
令和5年については墜落・転落が増加。切れこすれについては、保護衣の着用が義務化
されてから、減少している。



過去10年平均では、激突され２３％、切れ擦れ２２％、墜落１５％となっている。

令和５年の事故の型別割合では、「激突され」が２３．９％となっており、伐倒方向が予定より変わっ
たものや退避不足が原因で発生しているもの、つるがらみ、幹が裂けたものなどとなっている。
以前は、他の作業者が伐倒した材が激突して被災した災害がよくあったが、最近では、そのような災害
は見かけなくなった。
「墜落・転落」では、下刈作業中の斜面からの墜落転落かと思われるが、最も多いのは、車両系木材伐
出等機械運転中に機械とともに転落したものが最も多く、死亡災害のほかにも、一歩間違えれば死亡に
つながるような災害も発生している。
「切れ・こすれ」は、下刈作業中が最も多いが、チェンソー使用時も発生しており、災害状況及び被災
箇所から保護衣を着用していなかったと思われるものが見受けられる。
その他では、「飛来・落下」で、かかり木や落石によるものがあるが、これも一歩間違えると死亡につ
ながるものである。




